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特 定 (産 業 別 )最 低 賃 金 の 改 正 に つ い て 

 

兵庫労働局（局長 畑中 啓良）は、兵庫地方最低賃金審議会（以下「審議会」という。）の答

申（意見）を踏まえ、平成 30年10月29日までに、下記のとおり、兵庫労働局長が決定している全

９件の特定(産業別)最低賃金のうち下表の７件について改正することを決定し、官報公示を行いま

した。 

なお、改正後の特定（産業別）最低賃金は、下表のとおり平成 30年12月1日に発効します。 

 

特定(産業別)最低賃金の件名 時 間 額 引上げ額 
改定率

（％） 
改正決定日 効力発生年月日 

兵庫県塗料製造業最低賃金 949円 17円 1.82 平成30年10月22日 平成30年12月１日 

兵庫県鉄鋼業最低賃金 943円 21円 2.28 平成30年10月29日 同 上 

兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器

具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金 
921円 21円 2.33 平成30年10月25日 同 上 

兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、

電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造

業最低賃金 

873円 21円 2.46 平成30年10月10日 同 上 

兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金 954円 21円 2.25 平成30年10月16日 同 上 

兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・

測量機械器具製造業最低賃金 
875円 20円 2.34 平成30年10月22日 同 上 

兵庫県自動車小売業最低賃金 876円 15円 1.74 平成30年10月16日 同 上 

 

（参考） 

兵庫県最低賃金 871円 27円 3.20 平成30年8月31日 平成30年10月１日 

担
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【照会先】 

兵庫労働局労働基準部賃金室 

 室 長  田代  圭子 

 専門監督官  小田由起子 

（電話）078－367－9154 
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  平成30年10月１日に発効した兵庫県最低賃金(引き上げ額27円、引き上げ率3.20％、前年度

は25円、3.05％)に続き、兵庫県の特定最低賃金も、引き上げ額 15円から21円、引き上げ率1.74

％から2.46％(前年度は11円から16円、1.29％から 1.77％)で改正されました。例年より引き上

げ幅が大きく、多くの方に影響することが予想されます。 

  兵庫労働局では、兵庫県の特定最低賃金が発効する平成 30年 12月１日に向けて、すでに発効

した兵庫県最低賃金とともに、県下の皆さまに改正最低賃金をお知らせするために、積極的に広

報活動を行います。 

 

 

 

本年度、兵庫労働局では、初の試みとして、最低賃金の重要性をわかりやすく伝えるキャッチ

フレーズを募集しました。７月４日から９月３日までの期間に中学・高校生を含む県民の皆様か

ら多数の応募をいただきました。 

その中から、特に優れた内容であるとし

て、兵庫労働局長優秀賞と兵庫地方最低賃

金審議会長特別賞を選定し、過日表彰式を

行いました。 

選定したキャッチフレーズを、下記の、兵庫労働局が毎年独自に作成しているリーフレットと

ポスターに掲載して、兵庫県の最低賃金の周知に活用します。 

 

受賞された作品 

兵庫労働局長優秀賞 

 

 

 

兵庫地方最低賃金審議会長特別賞 

 

 

 

募集したキャッチフレーズを掲載した兵庫労働局独自の

リーフレットとポスターを作成します 

  

最低賃金キャッチフレーズを

募集します 
主催 兵庫労働局   後援 兵庫県、兵庫労働基準連合会 

再確認！みんなで知って みんなで守ろう！ 最低賃金 

芦屋市 高校 2年生 伊藤佳穂さん 

年 1回 雇用する側 される側 笑顔で確認 最低賃金 

加東市 会社員 大城戸聡子さん 
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兵庫労働局優秀賞 伊藤佳

穂さんの作品は、こちらの

リーフレットに掲載して県

下の皆さまにお配りしま

す。 

兵庫地方最低賃金審議会長

特別賞 大城戸聡子さんの

作品は、次のポスターに掲載

して、県下の公共施設などに

掲示します。 

 

871円 

最低賃金制度のマスコット 

チェックマん 

伊藤さんの 

キャッチフレーズ 

921 

 

※ 注意 

 リーフレットとポスターはサン

プルです。地域別最低賃金と特定最

低賃金の発効日は、それぞれ平成30

年10月1日と同年12月1日です。 
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Ⅰ 特定(産業別)最低賃金について  

 特定(産業別)最低賃金は、特定の産業に属する事業場の労働者に適用される最低賃金であり、

今回改正されない繊維工業最低賃金と各種商品小売業最低賃金の２件を含み、兵庫県では９件決

定されています。 

繊維工業最低賃金と各種商品小売業最低賃金については、平成 28年 10月 1日に発効した兵庫

県最低賃金が、平成27年度に発効した繊維工業最低賃金と各種商品小売業最低賃金を上回り、そ

れ以降、繊維工業最低賃金と各種商品小売業最低賃金は改正されていないため、平成 28年 10月

1日以降、兵庫県最低賃金が適用されています。 

年 1 回  雇 用 す る 側  さ れ る 側  笑 顔 で 確 認  最 低 賃 金  
(最低賃金キャッチフレーズ兵庫地方最低賃金審議会長特別賞 加東市 会社員 大城戸聡子さん) 
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大城戸さんの 

キャッチフレーズ 
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 兵庫県内のすべての事業場の労働者に適用される兵庫県最低賃金は、平成 30年 8月 31日に改

正決定され、同年10月1日に発効しました。改正後の時間額は、871円(引上げ額 27円)です。 

 

Ⅱ  特定(産業別)最低賃金の改正決定の経過  

１ 兵庫地方最低賃金審議会の答申 

（1） 兵庫労働局長は、審議会に対し、繊維工業最低賃金と各種商品小売業最低賃金を除く 7件

の特定(産業別)最低賃金について平成 30年７月 31日に、審議会に対し改正決定の諮問を行

いました。 

 (2)  審議会は、特定(産業別)最低賃金ごとに専門部会を設け、春季の賃上げ交渉妥結結果、

県内約1,200件の事業所に対する統計調査の結果、経済・雇用・賃金関係指標などの資料

を基に審議を行いました。 

 (3)  審議会は、専門部会において、延べ15回にわたる審議を行い、平成30年９月28日まで

に、兵庫労働局長に対し、上記一覧表のとおり、特定(産業別)最低賃金の時間額の改正を

答申しました。 

２ 特定(産業別)最低賃金の改正決定等 

 兵庫労働局長は、答申を踏まえ、特定(産業別)最低賃金の改正決定を行い、平成30年10

月10日から同年10月 29日にかけて、順次、官報公示を行いました。 


